
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等運用基準  

 

（趣旨）  

第１条 この基準は、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続

について（平成 25 年 10 月 3 日消防災第 364 号、消防危第 171 号消防庁国民保護・防災

部防災課長、危険物保安室長）に基づき、震災時等に安全を確保した上で迅速に危険物

の仮貯蔵・仮取扱い（以下「仮貯蔵等」という。）の承認及び危険物施設での臨時的な危

険物の貯蔵・取扱い等をするための留意事項及び運用について定めるものとする。  

 （用語の定義）  

第２条 この基準の用語は、次に掲げるものをいう。  

(1)  この基準において使用する用語の意義は、消防法（昭和 23 年法律第 186 号。以下

「法」という。）の例による。 

(2)  承認とは、法第 10 条ただし書の承認をいう。 

(3)  震災時等とは、南海トラフ地震等の災害により広範囲が甚大な被害を受けた場合を

いう。 

 （適用） 

第３条 震災時等における危険物の仮貯蔵等及び臨時的な危険物の貯蔵・取扱いは、次に

定める災害等が発生した場合に適用する。  

(1) 災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された場合  

(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めた場合  

 （計画書）  

第４条 震災時等において、危険物の仮貯蔵等の申請が想定される事業者等に対して、予

防課危険物係と事前協議した上で危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書（以下「実施計

画書」という。）を作成し、提出するよう指導する。  

（安全対策） 

第５条 震災時等の危険物の仮貯蔵等の安全対策は、震災時等における危険物の仮貯蔵・

仮取扱い等の安全対策（別紙1）によるものとする。 

（実施計画書の作成）  

第６条 実施計画書は、実施計画書作成例（別紙 2。以下「作成例」という。）を活用して

作成する。  



２ 実施計画書には、付近見取図、敷地の見取図、仮貯蔵等実施予定場所の配置図（レイ

アウト）及び使用機器の仕様書を添付し、震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱承認

申請書（別記様式第 1）とともに正本及び副本それぞれ 1 通を提出させる。  

  なお、特異な事例の危険物の仮貯蔵等については、予防課危険物係と協議するものと

する。  

 （実施計画書の保管）  

第７条 申請者の住所、氏名等の必要な事項を記載した震災時等仮貯蔵・仮取扱い実施計

画書整理番号簿（様式第 2）、震災時等仮貯蔵・仮取扱い整理票（様式第 3）及び当該実

施計画書を専用のファイルに編さんし、適正に保管する。  

 （事務処理） 

第８条 申請が想定される事業者等との事前協議及び実施計画書の受理・保管等について

の事務処理は、予防課危険物係が担当する。 

（承認申請手続） 

第９条 震災時等における危険物の仮貯蔵等の承認申請手続について、計画書が提出され

ている場合は、次のとおりとする。 

(1) 電話等による仮貯蔵等の承認申請 

仮貯蔵等の安全対策と事前に提出されている実施計画書の内容を照合し、安全性が確 

保されると認められる場合は、速やかに口頭により承認すること。 

(2) 申請書の提出 

申請書の副本に承認済印を押印して交付すること。 

２ 実施計画書が提出されていない事業者等は、規制規則第 2 条によるものとする。ただ

し、作成例（別紙 2）にある定型的な仮貯蔵等の場合は、次によるものとする。 

(1) 電話による仮貯蔵等の承認申請 

   事業者等に対し、安全対策及び実施計画書の作成を指導するとともに、可能な限り

現場調査を行い、申請書及び実施計画書による申請を指示すること。 

      ただし、震災時等により交通手段等の確保が困難であり、仮貯蔵等の安全が確保さ

れると認められる場合は口頭で承認できるものとする。 

(2) 申請書の提出 

  前項第 2 号の規定は、第 1 号の規定による口頭承認を行った場合について準用する。 

 （現場調査） 



第1 0条 前条の規定による承認後の現場調査は、できる限り速やかに実施し、安全を確認

するとともに必要に応じ安全対策を指導する。 

 （危険物施設での臨時的な危険物の貯蔵・取扱い等） 

第1 1条 危険物施設での許可外危険物を貯蔵又は取り扱う場合は、第 9 条によるものとす

る。ただし、危険物の利用方法が全く異なる設備等を使用する場合は、次のとおりとす

る。 

(1) 製造所等の位置、構造及び設備の変更を伴う工事は、法第 11 条第 1 項の許可（次

号に掲げるものを除く。）を受けなければならない。 

(2)  製造所等の軽微な変更工事に該当する場合は、資料を提出する。 

２ 停電時における非常用電源の活用及び設備等の故障に備えて、あらかじめ準備された

代替機器を使用する場合は、次のとおりとする。 

(1) 臨時的な危険物の代替機器等を使用する場合は、前項第 1 号の許可又は前項第 2 号

を準用する。 

(2)  予防規程を定めなければならない危険物施設について、臨時的な危険物の貯蔵・取

扱いの手順、定期的な従業員に対する教育、対応訓練等に関する事項を予防規程及び

これに基づくマニュアル等に規定する。 

（指定数量未満の危険物の臨時的な貯蔵・取扱いの可能性を有する事業者等） 

第1 2条 少量危険物に該当する場合は、臨時的な危険物の代替機器等に関する位置、構造

及び設備等について、事業者等に少量危険物貯蔵取扱届出書を提出するよう指導する。 

（仮貯蔵等の再承認） 

第1 3条 震災時等における仮貯蔵等が繰り返し行われる場合の再承認は、特に必要と認め

られる場合のみ行うこととし、次により指導する。 

(1)  再承認の際には、申請者に再度仮貯蔵等の承認申請を行うこと。 

(2)  定期的に安全確保のため現場調査を実施し、承認期間内であっても、仮貯蔵等を行

う必要がなくなった場合は、速やかに危険物を除去すること。 

（手数料） 

第1 4条 震災時における仮貯蔵等の申請に係る手数料は、海部東部消防組合手数料徴収に

関する条例（昭和 46 年条例第 20 号）第 4 条第 3 号の規定により、手数料は徴収しない。 

 （運用の適用開始及び終了） 

第1 5条 本運用の適用開始については、震災等発生後、予防課長判断とする。適用終了に



ついては震災後の点検項目（別表第 1）及び再開の判断要素（別表第 2）を参考に、予

防課長が判断するものとする。 

 （その他） 

第1 6条 この基準によるもののほか、震災時等における危険物の仮貯蔵等の運用について

必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則（令和元年訓令第１６号） 

この訓令は、令和元年６月１日から施行する。 

 

 



  別紙 1  

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策  

 

１ 事業所等への指導等  

  震災時等の被害状況により危険物施設以外の場所（少量危険物貯蔵・取扱所を含む。）

での臨時的な指定数量以上の危険物の仮貯蔵等が想定される事業者等に対し、次により

指導すること。  

(1) 共通対策  

  ア 危険物の取扱い場所（可燃性蒸気対策） 

(ｱ) 危険物を取り扱う場合は、可能な限り屋外で行うこと。 

  (ｲ) 屋内で危険物を取り扱う場合は、可燃性蒸気が滞留しないように換気に注意す

ること。 

  イ 保有空地の確保 

  (ｱ) 危険物の規制に関する政令第 16条第 1項第 4号の規定の例により下表のとおり、

保有空地を確保すること。ただし、高引火点危険物のみを仮貯蔵等する場合は、

当該危険性を踏まえた空地の幅とすることができる。 

区 分 空地の幅 

指定数量の倍数が 10 以下 3 メートル以上 

指定数量の倍数が 10 を超え 20 以下 6 メートル以上 

指定数量の倍数が 20 を超え 50 以下 10 メートル以上 

指定数量の倍数が 50 を超え 200 以下 20 メートル以上 

指定数量の倍数が 200 を超える 30 メートル以上 

 

  (ｲ) 保有空地の周囲には、柵、ロープ等を立てて空地を確保すること。 

  ウ 標識の設置 

    危険物の仮貯蔵等を行う場所では、見やすい箇所に標識、掲示板を立て関係者に

注意喚起を行うこと。 

  エ 流出防止対策 

  (ｱ) 流出した危険物が拡散しない形状の場所を選定すること。 

  (ｲ) 危険物の仮貯蔵等に伴い大量の危険物が流出する危険性がある場合は、吸着マ



ットの用意や簡易の防油堤を設置する等、必要な流出防止対策を講ずること。 

  オ 火気使用の制限 

    危険物の仮貯蔵等を行う場所（保有空地を含む。）で火気の使用は、禁止すること。 

  カ 静電気対策 

  (ｱ) 第 4 類第１石油類、第 2 石油類を取り扱う場合は、危険物容器(ドラム本体、詰 

め替え容器)だけでなく、給油に使用するドラムポンプ等のアースも確保し、確実 

に静電気を逃がすこと。 

  (ｲ) 静電誘導による帯電を防止するために、危険物の仮貯蔵等を行う場所には可能 

な限り金属類を置かず、どうしても必要な場合には当該金属類も確実にアース又 

はボンディング（導体同士を電線で接続すること。）を確保すること。 

  (ｳ) 遮光や防風にも絶縁性素材は、極力使用しないこと。 

  (ｴ) 危険物を取り扱う作業者は、静電安全靴の着用等静電気対策を行うこと。 

  (ｵ) 作業服を着脱した後には、アースされている金属等に必ず触れて危険物の取扱 

い時における人体等の帯電量を小さくすること。 

  (ｶ) 作業場所にビニールシート等を敷く場合には、導電性の確保に留意すること。 

  (ｷ) 給油・移し替え等の場合、その流速を可能な限り小さく抑える（充填の初期最 

大流量は 1ｍ／ｓ）とともに、高所から危険物を放出してタンク壁面に危険物が勢 

いよくぶつかる状況を避け、充填後しばらく静置すること。 

  キ 消火設備の設置 

    取り扱う危険物に応じた消火設備（消火器等）を用意すること。 

  ク 取扱い場所の管理 

    危険物を取り扱う場所は明確に区分しておくとともに、作業に関係がない者の立

ち入りを厳に禁ずること。 

  ケ 危険物取扱者の立会い等 

  (ｱ) 危険物の取扱いに際しては、可能な限り危険物取扱者免状保有者自身が取り扱 

うか立ち会うこと。 

  (ｲ) 危険物の貯蔵・取扱いの全体管理業務は危険物取扱いに関する有資格者等専門 

知識を有する者が行うこと。 

  コ 二次災害の発生防止 

    余震発生、避難勧告発令時等における対応についてあらかじめ定めておくこと。 



  サ 安全対策を講ずる上で必要な資機材等の準備 

    アからコで示した安全対策を講ずる上で必要となる資機材等を当該場所以外の場

合から調達する必要がある場合は、調達先・調達手順についてあらかじめ定めるこ

と。 

(2) 危険物の取扱い形態に着目した特有の対策 

   (1)に示した危険物の仮貯蔵等に際して共通して講ずるべき対策に加え、危険物の取

扱い形態に着目した特有の対策は次のとおりとする。 

  ア ドラム缶等による燃料の危険物の貯蔵及び取扱い（別紙 2 の 1） 

  (ｱ) 屋内においてドラム缶等による燃料の貯蔵を行う場合は、当該場所の通風・換 

気を確保すること。 

  (ｲ) ガソリン等の第４類第１石油類を、夏場の気温の上昇や直射日光等によりドラ 

ム缶等の温度上昇のおそれがある場所で貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該ドラ 

ム缶等が温度上昇及び圧力上昇しないように配慮すること。 

  (ｳ) ドラム缶等からの給油、小分けについては、可燃性蒸気の滞留防止の観点から、 

可能な限り屋外で行うこと。また、屋内で行う場合であっても２面以上の壁が開 

放された場所で行うなど、通風・換気の確保を行うこと。 

  (ｴ) ガソリン等の第 4 類第 1 石油類の給油・小分けに際しては、ドラム缶等の蓋を 

開ける前に周囲の安全や火気使用制限の確認を徹底すること。 

  (ｵ) 燃料の小分け等の危険物の取扱いを行う場合は、ドラム缶等の集積されている 

貯蔵場所から離れた別の場所に確保すること。 

  (ｶ) 取扱い場所の危険物量は、可能な限り少なくすること。 

  (ｷ) ドラム缶等から自動車にガソリンを給油する場合、ガソリンが満タンになった 

とき、自動的に停止する機能がなく、さらに給油中にガソリンの液面の位置を把 

握することが困難であることから、過剰給油によりガソリンが給油口から漏れ出 

してしまう危険性があることに留意し、細心の注意を払って給油するとともに、 

静電気対策を含めた出火防止対策を十分に行うこと。  

  イ 危険物を収納する設備等からの危険物の抜取り（別紙 2 の 2） 

  (ｱ) 変圧器等の危険物を収納する設備について、点検、修理するため危険物を抜き 

取る場合は、大量の危険物が流出する危険性があることから、仮設防油堤の設置、 

漏えい防止シートの敷設等の流出防止対策を講じるとともに、配管の結合部から 



の流出防止対策として必要に応じてオイルパンを設置すること。 

  (ｲ) 危険物の流出量を小さくするため、1 箇所の取扱い場所で複数の設備からの抜取 

りを同時に行わないこと。 

  ウ 移動タンク貯蔵所等からの給油、注油等（別紙 2 の 3） 

  (ｱ) 移動タンク貯蔵所等から直接給油、又は容器への詰め替え（危険物の規制に関 

する政令第 27 条第 6 項第 4 号イ及びロで認められている取扱いを除く。）を行う 

場合には、原則としてガソリン以外の危険物とすること。 

  (ｲ) 危険物を取り扱う場所を明確に定め、空地の確保や標識の設置等を行うととも 

に給油や詰め替えに関係ない者の立ち入りを厳に禁ずること。 

  (ｳ) 吸着マット等、危険物の流出時の応急資機材を準備しておくこと。 

  (ｴ) 移動タンク貯蔵所から移動タンク貯蔵所へ注入を行う場合は、注入口と注入ホ 

ースを緊結すること。ただし、注入される側のタンク容量が 1,000 リットル未満 

で、引火点が 40℃以上の危険物に限り、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備 

えた注入ノズル（手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。) 

く。）により注入を行うことができる。 

  (ｵ) ホース等に残った危険物は、適切に処理すること。 

  (ｶ) 移動タンク貯蔵所から直接給油する形態では、吹きこぼし防止に細心の注意を 

払って給油すること。 

  (ｷ) 船舶から移動タンク貯蔵所や陸上の施設等に燃料を供給する場合、船を確実に 

係留するとともに津波警報発令時の対応についてもあらかじめ定めておくこと。 

  (ｸ) 震災等により広範囲に渡って給油取扱所の再開の見込みが立たず、応急対応や 

被災地での生活を営む上で、移動タンク貯蔵所から直接ガソリンを給油する必要 

に迫られている場合には、次に掲げる危険性について、対応する十分な安全対策 

を適切に実施すること。 

    ａ 給油時の漏れ・あふれ等による流出事故の発生危険性（給油取扱所の給油設備 

には、自動車タンク満量時の自動停止機能や安全に給油できる最大吐出量の設 

定等により、給油時の漏れ・あふれ等を防止している。） 

    ｂ 流出事故が発生した場合の火災発生危険性（給油取扱所では、万が一ガソリン

が流出した場合においても、流出したガソリンや可燃性蒸気が滞留せず、かつ

漏れたガソリンを敷地外に流出させないための傾斜や排水溝、貯留設備があり、



給油空地外に被害が拡大することを防止している。） 

    ｃ 火災が発生した場合の人的被害発生危険性（給油取扱所では、給油に関係ない

者の立ち入りを管理されている。さらに、震災時等においては、給油場所での

給油希望者の行列などによる多数の利用者の集中が考えられる。） 

    ｄ 火災が発生した場合の周囲へ延焼拡大危険性（給油取扱所では、防火塀等の措

置が講じられている。さらに、震災時等においては周辺建物の損壊等による延

焼拡大危険性の増大が考えられる。） 



別紙 2 の 1 

実施計画書作成例 

 

ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い 

仮貯蔵・仮取扱い実施計画書 

届出者住所  

 

            氏名           印 

                 

１ 目的 

  震災等により被災地においてガソリン等の燃料が不足した場合に災害復興支援車両等

への燃料補給を行うことを目的とし、危険物施設以外の場所での一時的な貯蔵やドラム

缶から手動ポンプを用いて金属携行缶への詰め替えを行い、仮設の燃料供給拠点として

利用するために必要な事項をあらかじめ計画します。 

２ 仮貯蔵・仮取扱いをする場所 

  ○○市△△町□□丁目●●番地 ▲▲工場東側空地（コンクリート舗装） 

３ 仮貯蔵・仮取扱いに使用する部分の面積 

  約 360 平方メートル（15 メートル×24 メートル） 

４ 詳細レイアウト 

  別添のとおり 

５ 仮貯蔵・仮取扱いをする危険物の類・品名・数量 

  第 4 類第 1 石油類（ガソリン）3,000 リットル 

６ 指定数量の倍数 

  15 倍 

７ 貯蔵及び取扱いの方法 

(1) 200 リットルの金属製容器（ドラム缶）により貯蔵する。 

(2) 保有空地を 6 メートル確保する。 

(3) 貯蔵場所と取扱い場所に 6 メートルの離隔距離をとる。 

(4) 高温になることを避けるため、必要に応じて通気性を確保した日除けを貯蔵場所に 

設ける。また、取扱場所において危険物が炎天下長時間さらされないようにする。 



(5) 第 5 種消火設備 10 型ＡＢＣ粉末消火器 3 本を設置する。 

(6) 標識、掲示板を設置し、関係者に次の事項について注意喚起を行う。 

   「危険物仮貯蔵・仮取扱所」、「危険物の類・品名・数量（倍数）」、「火気厳禁」 

８ 安全対策 

(1) ドラム本体、給油に使用するドラムポンプ等のアースを確保する。 

(2) 危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者免状保有者が行う。 

(3) 危険物を取り扱う者は、静電安全靴を着用する。 

９ 管理状況 

(1) 保有空地の周囲にバリケード等を設け、空地を確保する。 

(2) 敷地の出入り管理を徹底し、いたずら・盗難を防止する。 

(3) 作業前と作業後に点検を行い、その結果を記録する。 

10 その他必要な事項 

  金属製携行缶による詰め替えは、この場所以外では行わない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 2 の 2 

実施計画書作成例  

 

危険物を収納する設備等からの危険物の抜取り 

仮貯蔵・仮取扱い実施計画書 

届出者住所  

 

            氏名           印 

 

１ 目的 

  震災等により被災した変圧器等を修繕、点検するために必要な事項をあらかじめ計画

します。 

２ 仮貯蔵・仮取扱いをする場所 

  ○○市△△町□□丁目●●番地 ○○工場南側空地 

３ 仮貯蔵・仮取扱いに使用する部分の面積 

  約 120 平方メートル（12 メートル×10 メートル） 

４ 詳細レイアウト 

  別添のとおり 

５ 仮貯蔵・仮取扱いをする危険物の類・品名・数量 

  第 4 類第 3 石油類 絶縁油 10,000 リットル 

６ 指定数量の倍数 

  5 倍 

７ 貯蔵及び取扱いの方法 

(1) 変圧器の修繕、点検のため、変圧器内部の絶縁油を一旦抜取り、仮設タンク等で貯 

蔵し、内部修繕・点検が終了後に変圧器内部に再度注油する。 

(2) 保有空地を 3 メートル確保する。 

(3) 第 5 種消火設備 10 型ＡＢＣ粉末消火器 2 本を設置する。 

(4) 標識、掲示板を設置し関係者に次の事項について注意喚起を行う。 

   「危険物仮貯蔵・仮取扱所」、「危険物の類・品名・数量（倍数）」、「火気厳禁」 

８ 安全対策 



(1) 変圧器等、ポンプ、仮設タンクのアースを確保する。 

(2) 仮設の防油堤を設定し、漏えい防止シートの敷設等の流出防止対策を講ずるととも 

に、配管の接合部からの流出防止対策としてオイルパンを設置する。 

(3) 1 箇所の取扱い場所で同時に複数の設備からの抜き出しは行わない。 

(4) 危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者免状保有者が行う。 

９ 管理状況 

(1) 保有空地の周囲にバリケード等を設け、空地を確保する。 

(2) 敷地の出入り管理を徹底し、いたずら・盗難を防止する。 

(3) 作業前と作業後に点検を行い、その結果を記録する。 

10 その他必要な事項 

  危険物の抜き出し等を行った変圧器の数及び危険物の数量を記録し、管理する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 2 の 3 

実施計画書作成例  

 

移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油等 

仮貯蔵・仮取扱い実施計画書 

届出者住所  

 

            氏名           印 

 

１ 目的 

  震災等により被災地において災害復興のため、移動タンク貯蔵所から重機への燃料補

給及びドラム缶への注油を行うために必要な事項をあらかじめ計画します。 

２ 仮貯蔵・仮取扱いをする場所 

  ○○市△△町□□丁目●●番地 ▲▲工場西側空地 

３ 仮貯蔵・仮取扱いに使用する部分の面積 

  約 2,000 平方メートル 

４ 詳細レイアウト 

  別添のとおり 

５ 仮貯蔵・仮取扱いをする危険物の類・品名・数量 

  第 4 類第 2 石油類（軽油）1 日最大 20,000 リットル 

６ 指定数量の倍数 

  20 倍 

７ 貯蔵及び取扱いの方法 

(1) 移動タンク貯蔵所から直接重機への給油及びドラム缶への詰め替えを行う。（詰め替 

えたドラム缶は別途確保する貯蔵場所へ速やかに移動させる。） 

(2) 保有空地を 6 メートル確保する。 

(3) 高温になることを避けるため、必要に応じて通気性を確保した日除けを貯蔵場所に 

設ける。 

(4) 第 5 種消火設備 10 型ＡＢＣ粉末消火器 3 本を設置する。 

(5) 標識、掲示板を設置し関係者に次の事項について注意喚起を行う。 



   「危険物仮貯蔵・仮取扱所」、「危険物の類・品名・数量（倍数）」、「火気厳禁」 

８ 安全対策 

(1) ドラム本体のアースを確保する。 

(2) 吸着マット等危険物の流出等の応急資機材を準備する。 

(3) 危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者免状保有者が行う。 

９ 管理状況 

(1) 保有空地の周囲にバリケード等を設け、空地を確保する。 

(2) 敷地の出入り管理を徹底し、いたずら・盗難を防止する。 

(3) 作業前と作業後に点検を行い、その結果を記録する。 

10 その他必要な事項 

  移動タンク貯蔵所への注油は別の場所で行う。 

  

 

 

 

 

 



参考  

震災時等の仮貯蔵・仮取扱い手続フローチャート  

１ 実施計画書の提出がある場合  

 

安全対策問題なし  

安全対策問題あり  

改善  

実施計画書と相違なし  

実 施 計 画 書

と相違あり  

事前協議  

実施計画書作成  

提出された実施計画書を保管  

電話による申請  

実施計画書の  
内容確認  

口頭承認  

現地確認  
の実施  

危険物仮貯蔵・仮取扱申請書の提出  

承認済みの危険物仮貯蔵・仮取扱申請書の交付  

関係書類の保管・事後確認  

震災発生  

安全対策を指導  

安全対策を指導  

改善  



２ 実施計画書の提出がない場合  

 

安全対策

問題なし  

安全対策問題あり  

はい  

電話による相談  

現地確認  
の実施  

承認済みの危険物仮貯蔵・仮取扱申請書の交付  

関係書類の保管・事後確認  

震災発生  

通常の仮貯蔵・仮

取扱い承認申請  

改善  

定型的な  
仮貯蔵等か  

申請書、実施計画

書による申請指示  

安全対策を指導  

※点線枠内は状況により、  
手順を変えることは可能。 

なお、状況に応じて口頭

で承認する。  

いいえ  

申 請 書 及 び 実 施 計

画書による申請  
 



仮貯蔵・仮取扱い実施計画書（ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い）  

１ 仮貯蔵・仮取扱い詳細レイアウト  

 
２ 標識・掲示板（例）※標識・掲示板を設置し、関係者に注意喚起を行う。  

 

取扱場所（約２０㎡） 

ドラム缶等  

保有空地の周囲にバリケード（ロープ等を張る）で

空地を確保する。  
保有空地６ｍを確

保する。  

６ｍ  

高 温 と な る こ と

を避けるため、通

気 性 を 確 保 し た

日除けを設置。  

貯蔵場所（約２０㎡） 

ド ラ ム 本 体 だ

けでなく、給油

に 使 用 す る ド

ラ ム ポ ン プ 等

か ら も ア ー ス

を確保する。  

２００リット ルの金属 製容

器（ドラム缶）にて貯蔵する。

（最大１５本）  

・取扱場所に置く

ドラム缶は１本の

みとする。 
・長時間炎天下に

さらされないよう

に配慮する。 
・通気、換気のよ

い場所で実施す

る。 
６ｍ  

取扱場所と貯蔵場

所は６ｍ以上離隔

すること。  

第５種消火設備を３本

設置する。  

ドラム缶等  

６ｍ  

６ｍ  

６ｍ  

６ｍ  

６ｍ  

火気厳禁 
危険物仮貯蔵・仮取扱所  
危険物の類・品名・数量（倍数）  
・第４類 第１石油類 ガソリン  
 ３，０００リットル（１５倍）  
管理者 ○○○○  

・大きさ、縦３０ｃｍ以上、幅６０ｃｍ以上（横書き可）  
・「火気厳禁」は、地は赤、文字は白字  

・「危険物仮貯蔵所・仮取扱所」は、地は白色、文字は黒字  

 



仮貯蔵・仮取扱い実施計画書（危険物を収容する設備等から危険物の抜取りの安全対策の例）  

１ 仮貯蔵・仮取扱い詳細レイアウト  

 
２ 標識・掲示板（例）※標識・掲示板を設置し、関係者に注意喚起を行う。  

 

 

第５種消火器２本設置  

防油堤を設け、漏えい防止シートで覆い流

出防止措置を講ずる。 

保有空地３ｍを確

保する。  
保 有 空 地 の

周 囲 に バ リ

ケ ー ド （ ロ

ー プ 等 を 張

る ） で 空 地

を 確 保 す

る。  

オイルパン  
３ｍ  

３ｍ  

変圧器  
防炎シート、仮設防油堤  

ポンプ  

３ｍ  

 

３ｍ  

３ｍ  

３ｍ  
 

火気厳禁 
危険物仮貯蔵・仮取扱所  
危険物の類・品名・数量（倍数）  
・第４類 第３石油類  
 １０，０００リットル（５倍）  
管理者 ○○○○  

・大きさ、縦３０ｃｍ以上、幅６０ｃｍ以上（横書き可）  
・「火気厳禁」は、地は赤、文字は白字  

・「危険物仮貯蔵所・仮取扱所」は地は白色、文字は黒字  

 



仮貯蔵・仮取扱い実施計画書（タンクローリ、ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い）  

１ 仮貯蔵・仮取扱い詳細レイアウト  

 
２ 標識・掲示板（例）※標識・掲示板を設置し、関係者に注意喚起を行う。  

 

注油場所  

吸着マット、消火器  

保有空地の周囲にバリケード（ロープ等を張る）で

空地を確保する。  

保有空地６ｍを確

保する。  
防 油 堤 を 設

け、漏えい防

止シートで覆

い流出防止措

置を講ずる。 

６ｍ  

ドラム缶等  

６ｍ  ６ｍ  

６ｍ  

貯蔵場所  

給油場所  

給油場所  

６ｍ  

６ｍ  

６ｍ  

６ｍ  

６ｍ  ６ｍ  

６ｍ  

６ｍ  

高 温 と な る

こ と を 避 け

る た め 、 通

気 性 を 確 保

し た 日 除 け

を設置。  

詰 め 替 え 後

ド ラ ム 缶 は

順 次 運 び だ

し 、 こ の 場

所 で 保 管 し

ない。  

ド ラ ム 本 体

だ け で な く

給 油 に 使 用

す る ド ラ ム

ポ ン プ 等 か

ら も ア ー ス

を 確 保 す

る。  

火気厳禁 
危険物仮貯蔵・仮取扱所  
危険物の類・品名・数量（倍数）  
・第４類 第２石油類 軽油  
 ２０，０００リットル（２０倍） 
管理者 ○○○○  

・大きさ、縦３０ｃｍ以上、幅６０ｃｍ以上（横書き可）  
・「火気厳禁」は、地は赤、文字は白字  

・「危険物仮貯蔵所・仮取扱所」は地は白色、文字は黒字  

 



別表第1（第15条関係）  

震災後の点検項目 

 

構造・設備等 確認方法 考えられる応急対策例 

地下貯蔵

タンク 

上部スラブ ・地震前には見られなかった大

きな亀裂（水をまいた場合す

ぐに浸透してしまうような亀

裂）及び盛り上がり等がない

かを確認する。 

・モルタルやコーキングで亀裂を補

修する。 

タンク本体 ・ウォーターリボンにより地下

貯蔵タンク内の検水を行い、

平常時より水量が増加してい

ないか確認する。 

・在庫状況を確認する。 

・なし。 

・異常を確認した場合には直ちに使

用を中止し、専門業者による点

検・補修を待つ。 

・固定給油設備等から地下貯蔵

タンク底部までの配管長さ分

の油を固定給油設備等から払

い出し、エアーを噛まない

か、水の混入がないか確認す

る。 

・在庫状況を確認する。 

・なし。 

・異常を確認した場合には直ちに使

用を中止し、専門業者による点

検・補修を待つ。 

マンホール内 ・目視できる配管フランジ等か

ら油の流出及び滲み等がない

か確認する。 

・防爆工具等により締め付けが可能

であれば、締め付ける。 

・締め付け後、再度滲み等が見られ

る場合には使用を中止し、専門業

者による点検・補修を待つ。 

漏えい検査管 ・漏えい検査管に検知棒を差し

込み、流出した油がないか、

及び油臭がないか確認する。 

・なし。 

・異常を確認した場合には直ちに使

用を中止し、専門業者による点

検・補修を待つ。 

注入口 ・注入口ピットの破損及び配管

の変形等がないか確認する。 

・注入口ピットが破損している場合

には、モルタル等で補修する。 

配管 配管 ・固定給油設備等から地下貯蔵

タンク底部までの配管長さ分

の油を固定給油設備等から払

い出し、エアーを噛まない

か、水の混入がないか確認す

る。 

・在庫状況を確認する。 

・なし。 

・異常を確認した場合には直ちに使

用を中止し、専門業者による点

検・補修を待つ。 

露出配管 ・目視できる配管類等から油の

流出及び滲みがないか確認す

る。 

・防爆工具等により締め付けが可能

であれば、締め付ける。 

・締め付け後、再度滲み等が見られ

る場合には使用を中止し、専門業

者による点検・補修を待つ。 

 

 

 



2/2 

 

構造・設備等 確認方法 考えられる応急対策例 

建築物等 

 

販売室等 ・柱、屋根、梁等に地震前には

なかったヒビや変形がないか

確認する。 

・室内での火気の使用を禁じたうえ

で、可燃性蒸気滞留範囲外にプレ

ハブを設置する。 

キャノピー等 ・キャノピーパネルのはがれ

等、パネルの落下等の危険が

ないか確認する。 

・はがれかけのパネル等は撤去す

る。 

サインポール ・サインポールパネルのはがれ

等、パネルの落下危険がない

か確認する。 

・はがれかけのパネル等は撤去する 

固定給油

設備等 

外観 ・固定給油設備等に大きな傾斜

やグラツキ等がないか確認す

る。 

・傾き等を修正し、固定給油設備等

の外装（パネル）を外しボルトを

締め付ける。 

・締め付け後、傾きやグラツキが解

消されない場合には、使用を中止

し専門業者による点検・補修を待

つ。 

固定ボルト ・固定ボルトに緩みがないか確

認する。 

 

ノズル・ホース ・払い出しを行い、ノズル及び

ホース（特に、亀裂等が見ら

れる箇所）からの油の流出や

滲みがないか確認する。 

・不燃性テープ等で補修する。 

ポンプ ・ポンプから異音がないか、ポ

ンプから油の流出、滲みがな

いか、Ｖベルトの緩みやスリ

ップがないか確認する。 

・なし。 

・異常を確認した場合には直ちに使

用を中止し、専門業者による点

検・補修を待つ。 

防火塀 ・防火塀が亀裂、破損、倒壊し

ていないか確認する。 

・破損し倒壊危険がある防火塀は撤

去する。 

・不燃材による防火塀の代替となる

ものを設置する。 

空地等 地盤面 ・地震前には見られなかった亀

裂、段差、陥没等がないか確

認する。 

・モルタルやコーキングで亀裂を補

修する。 

油分離装置 ・地震前には見られなかった、

亀裂及び破損がないか。 

・仮設の油分離装置を設置する。 

排水溝 ・地震前には見られなかった、

亀裂及び破損がないか。 

・モルタルやコーキングで亀裂を補

修する。 

消火設備 消火器 ・適正な本数があるか、破損が

ないか確認する。 

・なし 

電気設備 ・ＰＯＳ、固定給油設備等が転

倒等していないか確認する。 

・電灯、分電盤等が破損してい

ないか確認する。 

・その他電気設備等に破損がな

いか確認する。 

・危険場所に転倒及び落下等したも

のを撤去する。 

 



別表第2（第15条関係）  

再開の判断要素 

 

構造・設備等 確認方法 考えられる応急対策例 判断の例 

地下貯蔵

タンク 

上部スラブ ・地震前には見られなかった大

きな亀裂（水をまいた場合す

ぐに浸透してしまうような亀

裂）及び盛り上がり等がない

かを確認する。 

・モルタルやコーキングで亀裂を補

修する。 

左記項目を確認のうえ、異常がない

場合、もしくは応急対策を行った場

合には「応急的な地下貯蔵タンクの

健全性」を確認したものとする。 

ただし、異常の兆候が見られた場合

には、直ちに使用を中止する。ま

た、専門業者による点検等を早期に

受検する。 

 なお、応急措置を行った箇所の近

傍（車両通行等を配慮し、安全な場

所であること）に消火器を用意す

る。 

タンク本体 ・ウォーターリボンにより地下

貯蔵タンク内の検水を行い、

平常時より水量が増加してい

ないか確認する。 

・在庫状況を確認する。 

・なし。 

・異常を確認した場合には直ちに使

用を中止し、専門業者による点

検・補修を待つ。 

・固定給油設備等から地下貯蔵

タンク底部までの配管長さ分

の油を固定給油設備等から払

い出し、エアーを噛まない

か、水の混入がないか確認す

る。 

・在庫状況を確認する。 

・なし。 

・異常を確認した場合には直ちに使

用を中止し、専門業者による点

検・補修を待つ。 

マンホール内 ・目視できる配管フランジ等か

ら油の流出及び滲み等がない

か確認する。 

・防爆工具等により締め付けが可能

であれば、締め付ける。 

・締め付け後、再度滲み等が見られ

る場合には使用を中止し、専門業

者による点検・補修を待つ。 

漏えい検査管 ・漏えい検査管に検知棒を差し

込み、流出した油がないか、

及び油臭がないか確認する。 

・なし。 

・異常を確認した場合には直ちに使

用を中止し、専門業者による点

検・補修を待つ。 

注入口 ・注入口ピットの破損及び配管

の変形等がないか確認する。 

・注入口ピットが破損している場合

には、モルタル等で補修する。 

破損等がある場合には、移動タンク

貯蔵所からの注油は行わない 

 

 



2/3 

構造・設備等 確認方法 考えられる応急対策例 判断の例 

配管 

配管 

・固定給油設備等から地下貯蔵

タンク底部までの配管長さ分

の油を固定給油設備等から払

い出し、エアーを噛まない

か、水の混入がないか確認す

る。 

・在庫状況を確認する。 

・なし。 

・異常を確認した場合には直ちに使

用を中止し、専門業者による点

検・補修を待つ。 

左記項目を確認のうえ、異常がない

場合、もしくは応急対策を行った場

合には「応急的な配管の健全性」を

確認したものとする。 

ただし、異常の兆候が見られた場合

には、直ちに使用を中止する。ま

た、専門業者による点検等を早期に

受検する。 

 なお、応急措置を行った箇所の近

傍（車両通行等を配慮し、安全な場

所であること）に消火器を用意す

る。 

露出配管 

・目視できる配管類等から油の

流出及び滲みがないか確認す

る。 

・防爆工具等により締め付けが可能

であれば、締め付ける。 

・締め付け後、再度滲み等が見られ

る場合には使用を中止し、専門業

者による点検・補修を待つ。 

建築物等 

 

販売室等 ・柱、屋根、梁等に地震前には

なかったヒビや変形がないか

確認する。 

・室内での火気の使用を禁じたうえ

で、可燃性蒸気滞留範囲外にプレ

ハブを設置する。 

左記項目を確認のうえ、異常がない

場合、もしくは応急対策を行い二次

災害の危険性がないと判断される場

合には「応急的な建築物等の健全

性」を確認したものとする。 

ただし、異常の兆候が見られた場合

には、直ちに使用を中止する。ま

た、専門業者による点検等を早期に

受検する。 

キャノピー等 ・キャノピーパネルのはがれ

等、パネルの落下等の危険が

ないか確認する。 

・はがれかけのパネル等は撤去す

る。 

サインポール ・サインポールパネルのはがれ

等、パネルの落下危険がない

か確認する。 

・はがれかけのパネル等は撤去する 

固定給油

設備等 

外観 ・固定給油設備等に大きな傾斜

やグラツキ等がないか確認す

る。 

・傾き等を修正し、固定給油設備等

の外装（パネル）を外しボルトを

締め付ける。 

・締め付け後、傾きやグラツキが解

消されない場合には、使用を中止

し専門業者による点検・補修を待

つ。 

左記項目を確認のうえ、異常がない

場合、もしくは応急対策を行った場

合には「応急的な固定給油設備等の

健全性」を確認したものとする。 

ただし、異常の兆候が見られた場合

には、直ちに使用を中止する。ま

た、専門業者による点検等を早期に

受検する。 

 なお、応急措置を行った箇所の近

傍（車両通行等を配慮し、安全な場

所であること）に消火器を用意す

る。 

固定ボルト ・固定ボルトに緩みがないか確

認する。 

ノズル・ホース ・払い出しを行い、ノズル及び

ホース（特に、亀裂等が見ら

れる箇所）からの油の流出や

滲みがないか確認する。 

・不燃性テープ等で補修する。 

ポンプ ・ポンプから異音がないか、ポ

ンプから油の流出、滲みがな

いか、Ｖベルトの緩みやスリ

ップがないか確認する。 

・なし。 

・異常を確認した場合には直ちに使

用を中止し、専門業者による点

検・補修を待つ。 
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構造・設備等 確認方法 考えられる応急対策例 判断の例 

防火塀 ・防火塀が亀裂、破損、倒壊し

ていないか確認する。 

・破損し倒壊危険がある防火塀は撤

去する。 

・不燃材による防火塀の代替となる

ものを設置する。 

左記項目を確認のうえ、異常がない

場合、もしくは応急対策を行った場

合には「応急的な防火塀の健全性」

を確認したものとする。 

 

空地等 地盤面 ・地震前には見られなかった亀

裂、段差、陥没等がないか確

認する。 

・モルタルやコーキングで亀裂を補

修する。 

左記項目を確認のうえ、異常がない

場合、もしくは応急対策を行った場

合には「応急的な空地等の健全性」

を確認したものとする。 

ただし、異常の兆候が見られた場合

には、直ちに使用を中止する。ま

た、専門業者による点検等を早期に

受検する。 

油分離装置 ・地震前には見られなかった、

亀裂及び破損がないか。 

・仮設の油分離装置を設置する。 

排水溝 ・地震前には見られなかった、

亀裂及び破損がないか。 

・モルタルやコーキングで亀裂を補

修する。 

消火設備 消火器 ・適正な本数があるか、破損が

ないか確認する。 

・なし 専門業者による点検等を受けられな

い状況下であるため、平常時よりも

危険性は高いと考えなければならな

い。従って、消火器等の機器は必要

本数が揃っていることは必須条件で

ある。 

電気設備 ・ＰＯＳ、固定給油設備等が転

倒等していないか確認する。 

・電灯、分電盤等が破損してい

ないか確認する。 

・その他電気設備等に破損がな

いか確認する。 

・危険場所に転倒及び落下等したも

のを撤去する。 

左記項目を確認のうえ、異常がない

場合、もしくは応急対策を行った場

合には「応急的な電気設備の健全

性」を確認したものとする。 

ただし、異常の兆候が見られた場合

には、直ちに使用を中止する。ま

た、専門業者による点検等を早期に

受検する 

 



別記

※欄には記入しないでください。

指定数量
の倍数

倍

※　受付欄 ※　経過欄

そ　　の　　他

□　仕様書

添　　付　　書　　類
□　仮貯蔵・仮取扱いのレイアウト

様式第1（第6条関係）

平成　　　年　　　月　　　日

海部東部消防組合消防長　殿

□　付近見取図　・　敷地の見取図

□　実施計画書

震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱承認申請書

仮貯蔵・仮取扱いをする危険
物の類、品名、数量

仮貯蔵・仮取扱いの場所

仮貯蔵・仮取扱い別

届　出　者

住所

氏名

電話



様式第 2（第 7 条関係）  

 

震災時等仮貯蔵・仮取扱い実施計画書整理番号簿  

 

整理  

番号  

実施計画書  

提出年月日  

提出者住所・氏名（電話番

号等）  

電話

等申

請  

口頭

承認  

現場

調査

実施  

申請

書受

理  

承認

済書

交付  仮貯蔵等実施予定場所  

 

１  

 

   

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

  

 

2 

   

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

  

 

3 

 

   

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

  

 

4 

 

   

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

  

 

5 

 

   

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

  

 

6 

 

   

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

  

 

7 

 

   

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

 

有・無  

/ 

  



 



様式第 3（第 7 条関係）  

 

震災時等仮貯蔵・仮取扱い整理票  

実施計画書整理番号  

実施計画書提出年月日  

提出者住所・氏名 
 

 

担当部署  

連絡先電話番号  

仮貯蔵・仮取扱い予定場所  

仮貯蔵・仮取扱いの形態  

危険物の類・品名・数量 

（指定数量の倍数） 

 

 

電話等申請年月日  

電話等申請者氏名  

電話等申請取扱者氏名  

口頭承認年月日  

現場調査実施年月日  

申請書受理年月日  

承認書交付日  

承認書受理者氏名  

口頭指導内容 

 

 

 


